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令和 8年 4月理事会議事録  

 

 

１  開催日時   令和 8年 4月 20日（月）  14時 59分  ～  15時 41分  

  

２  場   所   社会保険診療報酬支払基金本部  

 

３  出  席  者        理 事 長  樽󠄀  見  英  樹   

専 務 理 事  山  崎  章  一  

             公 益 代 表 理 事  山  本  光  昭  

                                  同             播  磨  俊  郎  

             保 険 者 代 表 理 事  木  倉  敬  之  

                                  同             紙  田  英  明  

                  同       篠  原  正  泰  

                 同       北  原  省  治  

             被 保 険 者 代 表 理 事  西  尾  多  聞  

                 同       森    裕  樹  

                                  同       平  山  春  樹  

             診療担当者代表理事   茂  松  茂  人  

                                  同       長  島  公  之  

                 同       鈴  木  邦  彦  

                                  同       内  堀  典  保  

             公 益 代 表 監 事  宮  田  晶  子  

             保 険 者 代 表 監 事  𠮷  田  雄  彦  

             診療担当者代表監事  篠  原    彰  

         常 任 顧 問  加  瀬    勝  

             参 与  森    昌  平  

 

４  議   題   １  役員選任の認可及び理事長の選定  

       ２  議事  

          理事長特任補佐の再任（案）  

       ３  報告事項  

⑴  令和 8年度監事監査計画  

⑵  令和 8年度内部監査計画  

⑶  支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）の公表  
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⑷  レセプト及び請求支払関係帳票に係る誤送付の状況  

⑸  令和 8事業年度社会保険診療報酬支払基金事業計画及び  

収入支出予算、並びに令和 8事業年度各特別会計予算、

事業計画及び資金計画等の認可  

４  定例報告  

⑴  令和 8年度前期高齢者納付金等徴収決定額等  

⑵  令和 8年 2月審査分の審査状況  

⑶  令和 8年 3月審査分の特別審査委員会審査状況  

⑷  令和 8年 3月理事会議事録の公表  

                

５  議事内容  

 

（理事長）  

それでは、定刻より少し早いが、ご予定の皆様が参加されているので、

ただいまから理事会を開催する。  

ご多用の中、ご参集、あるいは Webでご参加いただき、感謝申し上げる。  

本理事会の議事録署名者として、森理事、それから長島理事にお願いを

する。  

本日は、被保険者代表の樋口理事が欠席である。  

この結果、本理事会は、現時点で理事会の構成員である理事長及び理事

の総数 16名のうち 15名の出席を確認できているので、支払基金定款に規定

されている定足数を満たしており、本理事会が成立することを申し添える。  

議題に入る前に、先月の理事会において、私、樽見英樹の公益代表理事

の選任について、厚生労働大臣宛て認可申請をして、令和 8年 3月 26日付を

もって認可を受け、また 4月 1日付、全会一致で理事長に選定をされている

ので、報告をさせていただく。  

私が本日から理事会の司会をさせていただくが、私自身、厚生労働省に

長くおり、保険局に勤務したことは何度かあるが、直前は日本年金機構に 4

年間勤めており、ブランクもある。一生懸命勉強して、対応してまいりた

いと考えているので、よろしくお願い申し上げる。  

続けて、この 4月期の人事異動により、 4月 1日付で事業統括執行役・リス

ク管理役として岡本、それから、審査運営執行役として飯田がそれぞれ就

任しているので、紹介をさせていただく。それぞれ挨拶をお願いする。  

 

（岡本事業統括執行役・リスク管理役挨拶）  

 

（飯田審査運営執行役挨拶）  
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（理事長）  

それでは議題に入る。  

議題 1、役員選任の認可及び理事長の選定については、先ほど紹介させ

ていただいたとおりである。  

次の議事になるが、理事長特任補佐の再任（案）について、お諮りをさ

せていただきたい。この議題が終了するまでの間、当事者である高橋理事

長特任補佐は退席をする。  

 

（高橋理事長特任補佐退席）  

 

今般、支払基金改革担当である高橋理事長特任補佐については、 4月 30

日付をもって任期満了となる。  

このことから、この特任補佐の再任について、お諮りをする。  

資料のスライド 6をご覧いただきたい。  

ここに再任理由が記載されているが、私、理事長の補佐をしてもらい、

組織横断的な判断を行いながら、関係方面や厚生労働省、さらには行政改

革推進会議などの様々な調整実績がこれまで高橋にはあるので、引き続き、

支払基金改革担当の理事長特任補佐として再任することとしたいと考えて

いる。  

任期については、支払基金の内規により 2年としているので、今年の 5月

1日から令和 10年 4月 30日までとしたい。  

説明は以上であるが、この理事長特任補佐の再任（案）について、質問、

意見があれば、ご発言ください。  

 

（異議なし）  

 

よろしければ、高橋理事長特任補佐を支払基金改革担当の理事長特任補

佐として再任することとする。  

では、退席をしている高橋に理事会に戻ってもらうこととするので、し

ばらくお待ちいただきたい。  

 

（高橋理事長特任補佐入室）  

 

それでは、高橋から挨拶をいただく。  

 

（高橋理事長特任補佐挨拶）  

 

それでは、報告事項に移る。報告事項 (1)令和 8年度監事監査計画につい
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て、公益代表監事から報告をする。  

 

（公益代表監事）  

令和 8年度監事監査計画について説明する。  

スライド 9をご覧いただきたい。  

まず、監査方針について説明する。本年 10月の医療情報基盤・診療報酬

審査支払機構への改組を見据え、今回の監査では、根幹である 2点、確実な

審査支払と組織基盤の強化の両立を主眼に置いている。  

スライドに記載の 6点について、ポイントを三つの柱に集約して実施する。  

一つ目、ガバナンスと信頼の回復について、改組という大きな変化の中

で、ガバナンスを維持・向上しつつ、自動遷移ツール事案の再発防止策な

どを実務に定着させ、社会的な信頼回復を図る。  

二つ目、リスクの予知と提言について、情報セキュリティーやコンプラ

イアンスなど、事業運営に潜むリスクを客観的に把握し、課題があれば迅

速かつ積極的に提言を行う。  

三つ目、連携による効率的な検証であるが、常勤・非常勤の監事相互の

連携を図るとともに、独立した立場で内部監査及び内部統制部門や会計監

査人との緊密な連携を保ち、重要な事項に焦点を当て、効率的・効果的な

監査を徹底していく。  

以上の基本方針の下、公正で中立な立場から事業運営の適正化に務める。  

スライド 10をご覧いただきたい。  

次に、監査計画に関する枠組みについては、業務監査と決算監査の二つ

に区分している。  

まず、業務監査についてだが、監査の実施に当たっては、本部監査、地

方組織監査、並びに地方組織モニタリングを予定している。  

業務監査においては、実務の状況に即した把握に重点を置いて監査を進

めていく。具体的な事項については、この後、「重要監査項目」として詳

しく説明するが、特に注視すべき事項として、今年度も引き続き自動遷移

ツール事案の再発防止策の定着や、また、改組への移行と定着などを中心

に対話を通じた実態把握に努めていきたい。  

スライド 11をご覧いただきたい。  

次に、決算監査については、令和 7事業年度各会計における財務諸表など

の決算処理、事業計画及び収入支出予算に沿った運営状況を確認すること

としている。決算監査に当たっては、監査法人の独立性を確認するととも

に、監査方法と結果の相当性を評価し、財務報告の適正性を確保すること

としている。  

スライド 12をご覧いただきたい。  

続いて、監査事項である。先ほど申し上げた監査方針に基づき、本年度
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の重要監査項目として、スライドの表に示している 8点を挙げている。重点

事項の中でも主な項目としては、自動遷移ツール事案の再発防止策の検証

や、本部から地方組織へのサポート状況に加え、 10月の改組に向けた準備

から定着に至る状況について段階を追って確認していきたいと考えている。  

また、資料には示していないが、本部事務所の移転についても、実務の

場での状況を併せて確認していきたいと考えている。そのほか、業務運営

方針や「不合理な差異解消」に向けた取組状況などについても、引き続き

確認とフォローを行っていく。  

スライド 13をご覧いただきたい。  

監査に当たっての方法については、スライドに記載したとおりであるの

で、後ほどご高覧いただきたい。  

最後に、監査結果の報告について申し上げる。本部監査については、 6月

上旬に実施し、その後の 6月理事会にて、前年度である令和 7年度の実績と

合わせて重要施策の進捗状況を報告する予定である。  

地方組織監事監査については、上期、下期の実施時期を現在調整してい

るが、監査終了後、直近の理事会にて報告することとしている。  

なお、これらの報告に当たっては、先ほど説明した自動遷移ツール事案

の再発防止策の検証状況についても、併せて報告する。  

また、改組や本部事務所移転といった重要施策は、状況の変化を捉えな

がら、必要に応じて随時情報共有に務めていく。  

私からの説明は以上である。  

 

（理事長）  

ただいまの令和 8年度監事監査計画について、質問、意見等があればご発

言ください。  

 

（質問・意見等なし）  

     

よろしければ、続いて報告事項 (2)令和 8年度内部監査計画について、事

務局から報告をする。  

 

---------------------------事務局から資料説明 ----------------------- 

令和 8年度内部監査計画における、  

   監査の目的  

   令和 8年度監査方針（地方組織総合監査及び本部総合監査）  

  ・  監査対象の選定等  

  ・  指摘事項の改善プロセス  

   内部監査項目及び内容  
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について報告。  

--------------------------------------------------------------------  

 

（理事長）  

ただいまの令和 8年度内部監査計画について、質問、意見等があればご発

言ください。  

 

（質問・意見等なし）  

 

それでは、これを踏まえて進めてまいりたいと考えている。続いて報告

事項 (3)支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）の公表 について、

事務局から報告をする。  

 

-------------------------事務局から資料説明 -------------------------  

支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）の公表について報告。  

--------------------------------------------------------------------  

 

（理事長）  

ただいまの支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）の公表につ

いて、質問、意見等があればご発言ください。  

 

（質問・意見等なし）  

     

よろしければ、続いて報告事項 (4)レセプト及び請求支払関係帳票に係

る誤送付の状況について、事務局から報告をする。  

 

---------------------------事務局から資料説明 ----------------------- 

レセプト及び請求支払関係帳票に係る誤送付の状況における、  

   基金職員による「書類の誤送付」の発生状況（令和 8年 1月～ 3月）  

  ・  医療機関等・保険者等への書類の誤送付件数（レセプト・帳票別）  

   （参考）事故又は誤処理の状況  

について報告。  

--------------------------------------------------------------------  

 

（理事長）  

ただいまのレセプト及び請求支払関係帳票に係る誤送付の状況について、

質問、意見等があればご発言ください。  
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（質問・意見等なし）  

 

よろしければ、引き続き、こうしたことについては無くすように取組を

徹底することを申し上げて、先に進めたい。  

次に報告事項 (5)令和 8事業年度社会保険診療報酬支払基金事業計画及び

収入支出予算並びに令和 8事業年度各特別会計予算、事業計画及び資金計

画等の認可については、スライドの 25、 26に記載しているとおり、それぞ

れの日付で認可と承認を得ているので、報告申し上げる。  

次に、定例報告に入る。定例報告 (1)令和 8年度前期高齢者納付金等徴収

決定額等について、事務局から報告をする。  

 

---------------------------事務局から資料説明 ----------------------- 

令和 8年度前期高齢者納付金等徴収決定額等における、  

   次年度以降の理事会における定例報告の取扱い  

   令和 8年度前期高齢者納付金等徴収決定額  

   令和 8年度前期高齢者交付金等交付決定予定額  

   令和 8年 3月理事会資料 (前期高齢者特別会計事業費勘定予算 (案 ))の訂正  

について報告。  

--------------------------------------------------------------------  

 

（理事長）  

確認だが、この数字については、例年、 3月の理事会で報告しているもの

と数字が変わらないので、次年度以降については、支払基金ホームページ

へ資料を掲載することをもって、理事会の報告はやらないことにしたいと

いうことか。  

 

（事務局）  

  そのとおりである。  

 

（理事長）  

その点も含めて、ただいまの令和 8年度前期高齢者納付金等徴収決定額

等について、質問、意見等があればご発言ください。  

スライド 30のように、 3月に報告したものに間違いがあったときには、

当然、理事会できちんと報告することになる。  

 

（質問・意見等なし）  

 

よろしければ、そのように進めさせていただきたい。続いて、定例報告
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(2)令和 8年 2月審査分の審査状況について、事務局から報告をする。  

 

-------------------------事務局から資料説明 -------------------------  

令和 8年 2月審査分の審査状況について報告。  

--------------------------------------------------------------------  

 

（理事長）  

  ただいまの令和 8年 2月審査分の審査状況について、質問、意見等あれば

ご発言ください。  

 

（質問・意見等なし）  

 

この審査については、実績をしっかりと上げていけるように努力するこ

とだと思うし、目標を掲げながら、その目標が達成できていないところに

ついては、どういう形で具体的に目標達成に向けて努力するのかというこ

とについて、私自身もこれからしっかり聞いて対応を考えていきたいと思

っているが、この点については以上ということで、では、先に進ませてい

ただきたい。  

次に、定例報告 (3)令和 8年 3月審査分の特別審査委員会審査状況につい

て、事務局から報告をする。  

 

-------------------------事務局から資料説明 -------------------------  

令和 8年 3月審査分の特別審査委員会審査状況について報告。  

--------------------------------------------------------------------  

 

（理事長）  

ただいまの令和 8年 3月審査分の特別審査委員会審査状況について、質問、

意見等あればご発言ください。  

 

（質問・意見等なし）  

 

よろしければ、先に進めさせていただく。次に、定例報告 (4)令和 8年 3

月理事会議事録の公表については、皆様に議事内容をご確認いただいた上

で、議事録署名者である紙田理事、西尾理事、内堀理事にご署名をいただ

いているので、支払基金ホームページに掲載することとする。  

全体を通して質問、意見等あればご発言ください。  

 

（質問・意見等なし）  
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それでは、本日の理事会は、これをもって閉会とさせていただく。次回

の理事会は 5月 25日、月曜日、午後 3時からの開催予定としているのでよろ

しくお願いする。本日はご参集いただき、感謝申し上げる。  

 

 

 

 

 

令和 8年 4月 20日  

             理 事 長   樽󠄀  見  英  樹  

 

 

 

             被 保 険 者 代 表 理 事      森    裕  樹  

 

 

 

 診療担当者代表理事       長  島  公  之  


